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１．予算の概要



公共事業関係費の推移
平成２８年度国土交通省・公共事業関係予算のポイント[平成28年１月財務省]

H25年度より「地域自主戦

略交付金」の廃止等を財
源として7,119億円を増額



北陸地方整備局（直轄）の予算の推移

※ 災害関連を含まない



【直　轄】 （単位：百万円）

治 水 50,004                             50,892                             0.98              

海 岸 6,066                                                              5,676 1.07              

道 路 64,921                             63,740                             1.02              

港 湾 9,545                               10,695                             0.89              

空 港 1,944                               1,871                               1.04              

都 市 水 環 境 整 備 736                                  759                                  0.97              

国 営 公 園 等 1,169                               1,242                               0.94              

官 庁 営 繕 597                                  169                                  3.53              

合 計 134,982                            135,044                            1.00              

  ※ 1.工事諸費等は除く。

  ※ 2.計数はそれぞれ四捨五入しているため端数において合計とは一致しないものがある。

 平成28年度
（A）

区分
 平成27年度

(B)
 伸率

(A)/(B)

北陸地方整備局（直轄）の平成２８年度予算



◆市場規模の急激な増減は､不適格業者の参入､ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞの多発､人材の離職､資機材の処分を招く。

◆ここ最近の安定的な公共投資等の推移に対応して、現場の担い手の技能人材は戻りつつある（Ｈ22年
比10万人増加）

◆2020年以降も見据え、社会資本により、持続的な経済成長を支えることが重要。

そのためには、公共投資と民間建設投資を合算するフロー重視の考え方ではなく、社会資本のストック効
果に着目した戦略を持つべき。

民間建設投資は９割が建築、公共投資は８割が土木で、担い手も市場も異なる。（クラウディングアウトは
起きていない）。

◆担い手を確保しつつ、持続的な経済成長を支えるためには、ストック効果を重視しながら、経済規模に見
合う公共投資を安定的・持続的に確保することが不可欠。

※1 平成21年度当初予算については、特別会計に直入されていた地方道路整備臨時交付金相当額が一般会計計上に変更さ
れたことによる影響額を含む。

※2 平成23・24年度予算については地域自主戦略交付金の影響を含む。

※3 平成25年度予算については、東日本大震災復興特別会計への繰入れを含まない。

※4 平成26年度予算については、社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う影響額を含まない。

※5 平成27年度予算については、社会資本整備事業特別会計の廃止に伴い一般会計に計上することとなった直轄負担金等を
含まない。

※出所：国土交通省「建設工事受注動態統計調査」（総合政策局政策課にて季節調整済み）時系列データ

※平成２５年度９月は、消費税の引き上げに際しての経過措置（２５年９月末まで）を前にして住宅を

はじめとする建築物が駆け込みなどの影響もあり、民間等からの受注が増大している。

※平成２６年４月は、東京外環道（都内区間）の受注という特殊要因により公共機関からの受注が

特異な数値を示している。

※ 2005年の英国については、英国原子燃料会社(BNFL)の資産・債務の中央政府への承継

(15,600百万ポンド)の影響を除く。

(資料) 日本以外の国については、OECD Stat.Extracts 「National Accounts」、日本については、内

閣府「2012年度国民経済計算(2005年基準・93SNA)」（確報）より国土交通省作成。

公共投資の安定的・持続的確保の必要性



公債残高の推移

出典：財務省「我が国の財政事情」（平成27年12月）



２．地域づくり



厳しい自然環境や社会情勢の中で、人々の生活の安全・安心を確保し、活発な産業・
経済活 動を維持するため、地震、風水害、波浪（高波）災害、海岸侵食、集中豪雨、土
砂災害さらには雪 害などへの防災・減災対策に取り組みます。

１．安全で安心な地域づくり

２．活力ある地域づくり

３．魅力あるまちづくり・地域づくり

北陸地方の特徴である三大都市圏のいずれからも近く、環日本海諸国と日本海を挟
んで対面 する地理的優位性を活かし、経済発展の著しい中国、韓国、ロシア及び、欧米

諸国を視野に入れた高速道路、港湾・空港などの国際交流基盤の整備を進め、国際競
争力の強化を図ります。

北陸地方の各地に広がる美しい自然や景観を活かし、豊かな生活の場の実現に向
けて、生活 にゆとりと豊かさをもたらす美しい国土の保全・管理を図りつつ、地球環境に
やさしい暮らしの充 実を図ります。

北陸地方整備局の事業方針



人工リーフ等の整備推進大河津分水路の拡幅の推進

大河津分水路の改修 新潟海岸(金衛町工区)

新潟港海岸(西海岸地区)

●落石危険箇所を迂回する
バイパス事業
通行規制区間の解消
平成25年3月30日開通

揚川改良(国道49号)

＜糸魚川地区橋梁架替＞
工事推進

平成24年度架替完了 能生大橋、筒石橋
平成26年度新橋完成 青海跨線橋

＜糸魚川地区橋梁架替Ⅱ＞
平成28年度架替完了予定 歌高架橋

糸魚川地区橋梁架替、
糸魚川地区橋梁架替Ⅱ（国道8号）

安全で安心な地域づくり（東部地区）

離岸堤（潜堤）､突堤､養浜の整備推進

阿賀川河川改修

信濃川下流河川改修

●Ｈ２３年7月
新潟・福島
豪雨対応

河道掘削等
の推進

実施計画調査
の推進

大町ダム等再編

大町ダム（国）

七倉ダム（発電）

高瀬ダム（発電）

河道掘削等の推進

長井地区

地すべり対策工の整備推進

排水ボーリング

実施イメージ

飯豊山系砂防

砂防堰堤等の整備推進

調査・用地・工事推進

鷹ノ巣道路(国道113号)

滝坂地区地すべり対策

国道２９０号

坂井川

集水井群 大石西山排水トンネル

穴沢第１号砂防堰堤

穴沢第２号砂防堰堤

穴沢第３号砂防堰堤

下中山沢砂防堰堤
（日光沢砂防堰堤）

想定氾濫区域想定氾濫区域

●Ｈ１６．１０．２３新潟県中越地震対応
●Ｈ２３年7月新潟・福島豪雨対応

砂防堰堤等・地
すべり対策工の
整備推進

信濃川下流水系砂防
芋川地区地すべり対策

三国川中流域
土砂災害対策

平成28年度完了予定 芋川地区直轄地すべり

いいで



信濃川流域

大河津分水路は、河口部において洪水を安全に流下させる断面が不足。戦後最大規模（昭和56年8月）の洪水が流下した
場合、分水路上流の長岡市付近まで計画高水位を超過
水位上昇の影響で氾濫が想定される区域には、新潟市、長岡市、燕市などが位置
大河津分水路改修により、分水路を拡幅することで、戦後最大規模の洪水に対して、家屋の浸水被害を防止
※大河津分水路は、信濃川上中流部の洪水を日本海にバイパスして新潟市街地等を洪水氾濫の危険性から守る人工河川

位置図 事業概要

S56年8月洪水 小千谷市元町

洪水 信濃川中流部における家屋浸水被害

S56年8月洪水 床上浸水1,446戸 床下浸水1,502戸

H23年7月洪水 床上浸水 229戸 床下浸水 689戸

近年の災害

H23年7月洪水 魚沼市下島

戦後最大規模（昭和56年8月）の洪水に対して、家屋浸水被害を防止

全体事業費：約1,200億円（一般河川改修（大規模）） B/C=2.3
事業期間 ：H27～H44（18年間）

事業の効果

平成23年7月洪水では大河津可動堰の上流で計画高水位を超過

新潟市

長岡市

大河津
分水路

計画高水位
超過区間

（約23km）

燕市

河道拡幅のための河道掘削、用地取得の推進

平成28年度の事業内容

安全で安心な地域づくり ～信濃川河川改修（大河津分水路）～



弱小堤対策の推進

庄川河川改修（新湊地区）

● 砂防堰堤等の整備

富山市街地（保全対象）

常願寺川上流域

荒廃著しい常願寺川上流と下流
に広がる富山市街地

常願寺川水系砂防

● 事前通行規制区間の解消

富山市庵谷～同市楡原間
H22.11.20開通

富山市猪谷～同市片掛
調査・工事推進 したほく

下タ北ICから楡原方向を望む
（H22開通区間）

安全で安心な地域づくり（西部地区）

猪谷楡原道路（国道41号）

● H20.2.24高波災害対応
離岸堤等の整備推進

下新川海岸

小松工区において人工リーフ等の推進

石川海岸

排水トンネルの整備を推進

甚之助谷地区地すべり対策

白山山頂

地すべり防止区域

施工中の
排水トンネル

万才谷排水トンネル

小松地区の堤防整備を推進

梯川河川改修

小松天満宮

梯川

岸壁の老朽化対策・耐震化を推進

金沢港 無量寺ふ頭

離岸堤（潜堤）の整備、護岸の改良
を推進

福井港海岸(福井地区)

付加車線の設置及び交差点改良
平成26年度事業化

小矢部地区交通安全対策事業(国道8号)

倶利伽羅防災

● 事前通行規制区間の解消
平成28年新規事業化

むりょうじ く り か ら しもにいかわ

かけはしがわ

じんのすけだに

お や べ

いのたににれはら

いおりだに

かたかけ



新潟港(西港区) 防波堤

防波堤の整備推進

日本海沿岸東北自動車道

●国道７号（日本海沿岸東北自動車道）

朝日温海道路（平成25年度事業化）
用地買収推進・準備工着手

●上新バイパス（国道18号）
今池～岡原
平成25年12月25日4車線化

●上越三和道路（国道253号）
工事推進

●八箇峠道路（国道253号）
工事推進 八箇峠トンネル

平成29年度完成2車線部分開通予定

上越魚沼地域振興快速道路

防波堤 改良事業の整備推進

新潟港（東港区）防波堤

防波堤(西)(改良)

活力ある地域づくり（東部地区）

●万代橋下流橋（国道7号）
平成26年3月28日完成4車線開通

●栗ノ木道路（国道7号）
用地・工事推進

●紫竹山道路（国道7号）
用地・工事推進

新潟南北道路

八十里越(国道289号)

５号橋梁(L=338m) 下部工事着手

環境調査・工事推進

用地・工事推進
平成26年11月30日完成2車線部分開通

浦佐バイパス(国道17号)

柏崎バイパス(国道8号)

新発田拡幅(国道7号)

用地・工事推進
平成27年度暫定2車線部分開通

六日町バイパス(国道17号)

工事推進

工事推進
中曽根町～小舟町
平成27年
4車線部分開通

及び
無電柱化

あさひ あつみ

じょうしん

じょうえつさんわ

はっかとうげ しちくやま

し ば た

はちじゅうりごえ

う ら さ



▲並行する国道７号
【狭隘な現道を通過する大型車】

▲並行する国道７号
【冬の越波】

H24.3.24開通H23.3.27開通

朝日温海道路 延長40.8㎞神林岩船港IC～朝日まほろばIC あつみ温泉IC～鶴岡JCT

延長25.8㎞延長13.3㎞
県境～あつみ温泉IC朝日まほろばIC～県境

延長6.7㎞延長34.1㎞

新潟県
村上市

山形県
鶴岡市

凡 例

供用中区間

凡 例

供用中区間

対象区間対象区間

○ 朝日温海道路は、高規格幹線道路である日本海沿岸東北自動車道の一部を構成する、朝日まほ
ろばIC～あつみ温泉IC間の延長４０．８ｋｍの道路。

○ 災害時の緊急輸送路と速達性の確保、高速ネットワーク形成による第３次救急医療施設へのアク
セス性の向上、日本海側における交流・連携強化を図ることを目的とする事業。

○ 平成２８年度は、用地買収を推進し、一部工事用道路等の準備工事を実施予定

開通済区間

活力ある地域づくり ～国道７号 朝日温海道路（日本海沿岸東北自動車道に並行）～
あ さ ひ あ つ み



防波堤(西)

航路(水深13m)

泊地(水深13m)

岸壁(水深13m)

●金沢港の更なる機能強化
H20.10 水深12mで暫定供用開始

伏木富山港（新湊地区)
臨港道路(新湊大橋)

●港湾関連交通の円滑化

付帯設備の整備
を推進

平成24年9月
23日開通

敦賀港（鞠山南地区)
国際物流ターミナル

H22.10  

●敦賀港の物流機能の向上

本格供用開始

防波堤の整備
推進

活力ある地域づくり （西部地区）

金沢港（大野地区）国際物流ターミナル

金沢東部環状道路（国道159号）
地域高規格道路

●都市内の渋滞解消
金沢市東長江町～鈴見台4車線化
平成24年12月19日開通

工事推進
平成29年度完成4車線化

部分開通予定

Ⅰ期線Ⅱ期線

やわた ひがしやま

●主要幹線道路のネットワーク強化
小松市八幡IC～東山IC間
（加賀産業開発道路

との接続部）
平成24年12月25日開通

小松市東山I～粟津IC間
平成27年3月20日開通

東山高架橋

小松バイパス（国道８号）

●七尾氷見道路 平成27年2月28日暫定2車線全線開通

●田鶴浜七尾道路 平成28年度新規事業化

能越自動車道（国道470号）
高規格幹線道路

●主要幹線道路ネットワークの強化
入善黒部バイパス

黒部市古御堂～魚津市江口
平成27年3月1日暫定2車線開通

魚津滑川バイパス
魚津市佐伯～魚津市大掛
平成28年2月28日完成4車線開通

入善黒部バイパス（国道８号）

魚津滑川バイパス(国道８号)

●主要幹線道路ネットワークの強化
富山市楡原～栗山

平成26年度事業化

大沢野富山南道路（国道41号）

航路の整備推進

ななお ひみ

たつるはまななお

にゅうぜんくろべ

うおづなめりかわ



魅力あるまちづくり・地域づくり（東部地区）

●都市機能の強化
新潟駅付近連続立体交差事業

【社会資本整備総合交付金】
・ 新潟駅を中心とする鉄道連続高架化

在来線の仮移設等

新潟駅周辺地区の整備

●良好な水辺環境の創出。
「水都新潟」のシンボル的空間。

・新潟市が整備を進めている
「サイクリングロード」や、「やすらぎ堤緑地」
などと連携して整備を推進。

やすらぎ堤の整備

新発田市

十日町

長岡市

●多目的な目的で賑わう街の形成
【社会資本整備総合交付金】
・高田地区地糸魚川
・直江津地区等

地方都市の再生

上越高等学校整備による拠点施設の更新

地方都市の再生

●市民生活性の向上

来訪者にやさしいまちづくり

【社会資本整備総合交付金】

・新発田市中心市街地区等

新発田病院跡地の二ノ丸公園完成イメージ

●北陸新幹線上越妙高駅周辺の整備
【社会資本整備総合交付金】
・アクセス道路、下水道整備、

電線類地下埋設施設整備等

魅力あるまちづくりの推進

●賑わいの再生

【社会資本整備総合交付金】

・ 大手通表町西地区市街地再開発事業

長岡市中心部地区の再開発

●地方都市リノベーション

【社会資本整備総合交付金】

都市再生整備計画事業

・とおかまち地区＜第２期＞

・水原駅周辺地区

コンパクトなまちづくり

●里山フィールドミュージアムの整備
・越の里山館整備 (H26.11.1開館)
・「あそびの里」整備

国営越後丘陵公園の整備



イ
メー
ジ● 伝統と賑わいのあるまちづくり

【社会資本整備総合交付金】
・高岡駅交通結節点改善事業
・高岡駅周辺都市再生整備計画

● 飛越能の玄関口
【社会資本整備総合交付金】

・新駅周辺土地区画整理事業
・アクセス道路、駅前交流広場の整備

新高岡駅周辺整備
● 県東部地域の玄関口
【社会資本整備総合交付金】

・駅前交通広場、駐車場、
アクセス道の整備等

黒部宇奈月温泉駅周辺整備

● 駅南北の一体的なまちづくり
【社会資本整備総合交付金：

連続立体交差事業】
在来線高架化工事中

【社会資本整備総合交付金：
駅周辺土地区画整理事業】

・交通広場の整備と駅南側への接続等

富山駅南北接続事業

富山駅周辺整備

●「歌舞伎のまち」、「乗り物のまち」
【社会資本整備総合交付金】
・都市再生整備計画事業
・まちなみ環境整備事業

北陸新幹線

H27年3月14日開業

小松駅周辺整備

子供歌舞伎

魅力あるまちづくり・地域づくり（西部地区）

H26.3.29オープン

H26.5.10開館

●地域特性を活かした賑わいのあるまちづくり
【社会資本整備総合交付金】

・市街地再開発事業
・地方都市リノベーション事業
・暮らし・にぎわい再生事業

中心市街地の整備

◀ 金沢市 片町A地区

（商業施設、
業務施設の整備）

H27.9.18一部商業施設オープン

高岡市 高岡駅前東地区
（看護専門学校等の整備）

れんが花通り装飾業

高岡駅周辺地区



３．社会資本整備に関する計画等



広域地方計画（国土形成計画） H28.3.29 計画決定

【北陸圏の
将来像】

【東北圏の
将来像】

「震災復興から自立的発展へ」
～防災先進圏域の実現と、豊かな自然を活かし

交流・産業拠点を目指す「東北日本」～

１． 暮らしやすさに磨きをかけ更に輝く 新・北陸
２． 三大都市圏に近接する特性を活かし、

日本海・太平洋２面活用型国土形成を牽引する 新・北陸



☆北陸ブロックにおける社会資本整備重点計画（H28.3.29計画決定）
新潟、富山、石川、福井の４県＋山形、福島、長野、岐阜の一部を対象地域とし、計画期間は平成３２年度迄

の５年間

<計画のポイント>
６つの重点目標とそれぞれにプロジェクトを設定し、主な事業について供用時期の明示や期待されるストック

効果等を明示

◎６つの重点目標
１．社会資本の戦略的な維持管理
２．災害に強い安全・安心な国土の実現
３．日本海側の中枢ブロックの形成
４．暮らしやすいコンパクトな地域づくり
５．競争力のある産業の育成
６．対流・交流人口の創出

社会資本整備重点計画

第４次社会資本整備重点計画（H27.9.18 閣議決定）
社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定

する計画
社会資本のストック効果が最大限に発揮されるよう重点的に取り組む

【基本方針】
①集約・再編を含む戦略的メンテナンス
②既存施設の有効活用（賢く使う取組）
③選択と集中の徹底（優先度や時間軸を考慮）

交
通
政
策

基
本
計
画

国
土
形
成
計
画

(

全
国
計
画)

国土形成計画
(広域地方計画)

北海道総合開発計画

沖縄振興計画等

ブ
ロ
ッ
ク
の
将
来
像

地方の特性 実効性を確保 調 和



ＰＪ１－１ 計画的かつ適切な施設の維持・管理及び更新の実現

ＰＪ１－２ 情報通信技術を活用した維持管理等の高度化

重点目標１ 社会資本の戦略的な維持管理

ＰＪ２－１ 風水害、土砂災害、地震、雪害、津波・高波等の自然災害への備え

ＰＪ２－２ 雪国の生活、交通の安定性の向上

ＰＪ２－３ 船舶の航行安全の確保、港湾・空港における危機管理及び保安体制・対策の強化

重点目標２ 災害に強い安全・安心な国土の実現

ＰＪ４－２ 誰もが安心して暮らせる生活環境の実現

ＰＪ４－１ 中心都市等と周辺地域の交流・連携

ＰＪ４－３ 明瞭な四季や変化に富んだ地形がもたらす美しく豊かな自然との共生と健全な水
循環の維持又は回復

ＰＪ４－４ 地球環境への負荷の軽減と環境の改善

重点目標４ 暮らしやすいコンパクトな地域づくり

ＰＪ５－１ 交流・連携の拡大による産業活動の活性化

重点目標５ 競争力のある産業の育成

ＰＪ６－１ 地域資源を活かした拠点・ネットワークの形成による観光交流の拡大

ＰＪ６－２ 歴史・文化を活かした個性的で魅力のある空間の創出

重点目標６ 対流・交流人口の創出

ＰＪ３－１ 日本海沿岸地域の拠点となる港湾等の機能強化等による環日本海諸国を始めとし
た国々との国際交流の拡大・活性化

ＰＪ３－３ 太平洋側での災害発生時の広域的なバックアップや代替性の確保

重点目標３ 日本海側の中枢ブロックの形成

ＰＪ３－２ 日本海側の交流拠点の連携強化と太平洋側との連携

重点目標とプロジェクト

北陸ブロックにおける社会資本整備重点計画

○ 北陸ブロックの社会資本整備の重点目標とプロジェクト一覧

メンテナンスサイクルの構築、国道８号糸魚川地区橋梁架替Ⅱ

携帯端末を活用した河川管理、ＣＩＭの活用

国道４１号猪谷楡原道路、湯川上部砂防堰堤群、大町ダム等再編事業

国道２５３号八箇峠道路、国道３５９号砺波東バイパス、ＶＳＰによる歩道除雪

新潟港西港地区防波堤整備事業、高粘度油回収機能の開発・装備

金沢港大野地区国際物流ターミナル整備、伏木富山港新湊地区臨港道路
整備事業、敦賀港鞠山南地区国際物流ターミナル整備事業

一般国道７号朝日温海道路（日本海沿岸東北自動車道）、能越自動車道（輪島道路）

TEC-FORCEの技術の向上・強化、関係ブロック・行政機関等との防災訓練

富山駅周辺地区土地区画整理事業、ＪＲ信越本線等連続立体交差事業

放生津地区住宅市街地総合整備事業、福井駅周辺土地区画整理事業

国営越後丘陵公園の整備、阿賀野川自然再生事業、
小矢部川流域下水道整備事業

国道８号柏崎バイパス、姫川港西埠頭地区国内物流ターミナル整備事業

国道１５９号管沢東部環状道路、能美根上スマートＩＣ（仮称）

まちづくりと一体となった水辺創生、重点道の駅（仮称）「結の故郷」整備事業

金沢城公園の整備、重要伝統的建造物群保存地区における無電柱化事業

具体的事業（例）



４．社会資本の老朽化対策



① 老朽化対策の現状と課題



道路インフラの現状 〔管理者別の道路延長と橋梁数〕

日本では、全橋梁約72万橋のうち約52万橋が市町村道

【日本の道路種別と延長割合】 【道路種別別橋梁数】

※四捨五入により端数調整している

橋梁（2m以上）

約72万橋

高速自動車国道
約20,000橋

（約3%）

直轄国道
約41,000橋

（約6%） 補助国道
約34,000橋
（約5%）

市町村道
約520,000橋
（約72%）

都道府県道
約110,000橋
（約15%）

※道路局調べ（ H26.4 ）

※道路局調べ（ H26.4 ）

高速自動車国道（約1%)

合 計 約 km （100 %

直轄国道（約2%)

補助国道（約2%)

約8,400km

都道府県道（約11%)約129,300km

（約84%)

約31,900km

1,218,700

約23,700 km

）

約1,025,400km 市町村道

自動車
専用道路

幹線道路

生活道路



高齢化し、10年後には50歳以上の橋梁が全体の４割以上を構成

道路インフラの現状 〔橋梁の高齢化〕

橋：道路局調べ（H26.4）

■建設年度別橋梁数



北陸地方整備局の橋梁も全国同様、１０年後には５０歳以上の橋梁が３割以上
を構成

道路インフラの現状 〔橋梁の高齢化：北陸（国管理）〕

50歳以上の橋
３６％（１０年後）

50歳以上の橋
１６％（現在）

H26.12現在（土被り１ｍ未満のカルバート含む）

●全体の３３％（９９４橋）は高度経済成長期に建設
●１０年後には高度経済成長期に建設された橋も含め３６％が５０歳以上に［１６％→３６％］

高度経済成長期
1955年～1973年

北陸



北陸の自治体管理橋梁も１０年後には５０歳以上の橋梁が約４割を構成

道路インフラの現状 〔橋梁の高齢化：北陸（自治体管理）〕

架設年度のわ
かる橋梁数
２３１７１橋

架設年度の
わかる橋梁数
１１０３０橋

架設年度の
わかる橋梁数
５３５４橋

架設年度の
わかる橋梁数
６７８７橋

【自治体管理】

・北陸地方（新潟、富山、石川の３県内）の自治体が管理している橋梁は、４０６０１橋（平成２６年１２月時点土被り１ｍ未満
カルバート含む）

架設年度のわかる橋梁２３１７１橋、架設年度不明の橋梁１７４３０橋

橋梁の年齢別割合（平成26年12月現在）

（石川県内）（新潟県内）

（富山県内）
１０年後５０歳以上の橋梁は
１８％→４４％

架設年度不明9734橋 架設年度不明
1690橋

架設年度不明6006橋

架設年度不明17430橋

北陸



道路インフラの現状 〔トンネル点検の実施状況（全国）〕

H27.6 末時点 道路メンテナンス年報より

トンネル点検実施数

全国のトンネル管理施設数は１０８７８。点検実施割合は１３％



道路インフラの現状 〔トンネルの高齢化：北陸〕

５０年以上, 20
箇所, 22%

４０年以上, 13
箇所, 14%

３０年以

上, 10箇
所, 11%

３０年未満, 43
箇所, 47%

不明, 6箇所, 6%

北陸地方整備局

５０年以

上, 65箇
所, 23%

４０年以

上, 54箇
所, 20%

３０年以

上, 40箇
所, 14%

３０年未

満, 107箇
所, 39%

不明, 12箇

所, 4%

トンネル架設からの経過年数 2016.4.12現在

新潟県 富山県

５０年以

上, 15箇
所, 20%

４０年以

上, 9箇所, 
12%

３０年以

上, 27箇
所, 35%

３０年未

満, 24箇
所, 32%

不明, 1箇

所, 1%

石川県

５０年以上, 
28箇所, 22%

４０年以上, 
13箇所, 10%

３０年以上, 
30箇所, 24%

３０年未満, 
55箇所, 44%

北陸地方のトンネルも橋梁同様老朽化が進んでいる。

北陸



道路インフラの現状 〔シェッドの高齢化：北陸〕

５０年以上,
8箇所, 5%

４０年以上, 73
箇所, 44%３０年以上, 48

箇所, 29%

３０年未満, 35
箇所, 21%

不明, 1箇所, 1%

北陸地方整備局

シェッド架設からの経過年数 2016.4.12現在

新潟県 富山県

石川県

５０年以上, 
3箇所, 1%

４０年以上, 
41箇所, 10%

３０年以上, 
126箇所, 

32%

３０年未満, 
194箇所, 

49%

不明, 32箇

所, 8%
５０年以上, 

8箇所, 2%

４０年以上, 
76箇所, 20%

３０年以上, 
150箇所, 

39%

３０年未満, 
138箇所, 

35%

不明, 17箇

所, 4%

５０年以上, 
2箇所, 1%

４０年以上, 
10箇所, 7%

３０年以上, 
65箇所, 46%

３０年未満, 
59箇所, 42%

不明, 6箇所, 
4%

５０年以上経過している施設は、現在少ないが、今後急激に増える。

北陸



老 朽 化 対 策 の 課 題

１．予算

・道路事業費全体と維持修繕費の推移

・自治体が国に求める支援施策

２．体制

・自治体の現状（技術者、点検方法）

・道路台帳等の整備状況

３．メンテナンス産業

・修繕工事の入札契約に係る課題

・定期点検の実施に関するアンケート調査

４．国民の理解

・利用者の関心
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老朽化対策の課題 ①予算 〔道路事業費全体と維持修繕費の推移〕

１０年間で、直轄道路事業費は約３割減少
維持修繕費は、本来ならば増やすべきところ、約２割減少

約３割
減少

※諸費除き（H2０年度以前は、H21年度の諸費の割合と同割合として算出）
※東日本大震災復旧・復興に係る経費を除く

■直轄の道路事業費全体と維持修繕費の推移

事業費
（億円）

16,478

19,680

11,362

13,877

19,513 19,359 19,273 18,840

16,610
13,826 13,821 13,72016,579 16,841 16,769 16,337

14,248

11,56211,66311,737

改築費等
（更新費を含む）

維持修繕費

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

3,202
2,515

約２割
減少

2,934
2,518 2,504 2,503 2,362

2,089 2,158 2,158

出典：社会資本整備審議会道路分科会「第44回基本政策部会」資料５



老朽化対策の課題 ①予算 〔自治体が国に求める支援施策〕



【点検の質が問題となった事例】
ある市において、遠望目視で点検した約５０橋を対

象に、第三者機関が近接目視による点検を実施したと
ころ、約３割で点検結果が異なっていた。

老朽化対策の課題 ②体制 〔自治体の現状（技術者、点検方法）〕

町の約５割、村の約７割で橋梁保全業務に携わっている土木技術者が存在しない
地方公共団体の橋梁点検要領では、遠望目視による点検も多く（約８割）、点検の

質に課題あり

■市区町村における橋梁保全業務に携わる
土木技術者数

※道路局調べ（ H24.7 ）

※道路局調べ（H25.10）

■自治体が用いている橋梁点検要領の点検
方法

遠望目視など
135（76%）

約８割が「遠望目視等」

市町村
173団体

全部材近接目視
38（22%）

0人

(70%)

0人

(46%)

0人

(14%)

1～5人

(30%)

1～5人

(52%)

1～5人

(55%)

6人～

(0%)

6人～

(2%)

6人～

(31%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

村

町

市区

N=367

N=90

N=391



老朽化対策の課題 ②体制 〔道路台帳等の整備状況〕



老朽化対策の課題 ②体制 〔高速道路を跨ぐ橋梁の点検状況〕

高速道路を跨ぐ自治体管理橋梁約3,300橋のうち、約140橋が点検未実施・不明



老朽化対策の課題 ③メンテナンス産業〔修繕工事の入札契約に係る課題〕



老朽化対策の課題 ③メンテナンス産業〔定期点検に関するアンケート調査〕

38



老朽化対策の課題 ④国民の理解 〔道路利用者の関心〕

39



目指すべき方向性

メンテナンスサイクルを回す仕組みを構築
（予算、体制、技術）

メンテナンスサイクルを確定

（道路管理者の義務の明確化）

道路法に基づく点検や診断の要領を策定

○全橋梁約７０万橋のうち
約５０万橋が市町村道

○一部の橋梁等で老朽化が顕在化

○自治体では、

通行規制等の橋梁が５年間で２倍

○直轄維持修繕予算は10年間で２割減

○町の約５割、村の約７割で橋梁業務に携わる

技術者がいない

○自治体の点検では遠望目視もあり、

質に課題

メンテナンスに関する最低限の
ルール・基準が確立していない

メンテナンスサイクルを回す
予算・技術がない

自治体における２つの根本的課題

老朽化対策の課題道路インフラの現状

道路インフラを取り巻く現状のとりまとめ



メンテナンスサイクルを確定

・省令、告示、定期点検要領の体系

・道路法の改正（Ｈ２５．９．２施行）

・道路法等の改正に伴う政令（Ｈ２５．９．２施行）

・道路法施行規則の一部を改正する省令

・健全性の診断結果の分類に関する告示

・定期点検要領の策定範囲

・省令・告示の施行、点検要領の通知（道路管理者の義務の明確化）

・近接目視の必要性

・定期点検要領の策定範囲

・メンテナンスサイクルにおける定期点検要領の構成

・定期点検要領の概要

・（参考）健全性の診断の手順・点検記録様式

・定期点検要領（地方公共団体用・直轄用）の比較

・橋梁定期点検の優先順位の考え方（案）



省令、告示、定期点検要領の体系

法令・定期点検要領の体系

健全性の診断結果を、４段階に区分

道路法

政令

省令・告示

H25.9.2施行

・トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道

路の附属物のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が

生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすお

それのあるものについて定期点検を規定

・５年に１回、近接目視を基本として実施

・健全性の診断結果を、４段階に区分

定期点検要領

・維持、点検、措置を講ずることを規定

（トンネル、橋などの構造物）

構造物に共通の規定

（トンネル、橋などの構造物）

各構造物毎に策定
・構造物の特性に応じ省令・告示に沿った具体的な点検方法

・主な変状の着目箇所、判定事例写真等

H26.3.31告示
H26.7.1 施行

H26.6.25策定

①省令・告示で、５年に１回、近接目視を基本とする点検を規定、健全性の診断結果を４段階区分
（トンネル、橋などの構造物に共通）

②市町村における円滑な点検の実施のため、点検方法を具体的に示し、主な変状の着目箇所、
判定事例写真等を加えたものを定期点検要領としてとりまとめ。（トンネル、橋などの構造物毎）



■ トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示等を定める。

トンネル等の健全性の診断結果については、次の表に掲げるトンネル等の状態に応じ、

次の表に掲げる区分に分類すること。

健全性の診断結果の分類に関する告示

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観
点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置
を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が
著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。



［点検］ 橋梁（約７２万橋）・トンネル（約１万本）等は、国が定める統一的な基準により、
５年に１度、近接目視による全数監視を実施

道路法施行規則（平成２６年３月３１日公布、７月１日施行） （抄）

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

［診断］ 統一的な尺度で健全度の判定区分を設定し、診断を実施

トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示（平成２６年３月３１日公布、７月１日施行）

トンネル等の健全性の診断結果については、次の表に掲げるトンネル等の状態に応じ、次の表に掲げる区分に分類する
こと。

（道路の維持又は修繕に関する技術的基準等）
……点検は、……、近接目視により、五年に一回の頻度で行うことを基本とすること。

省令・告示の施行、点検要領の通知（道路管理者の義務の明確化）



② 北陸地方整備局の取り組み



○道路の老朽化対策

橋梁、トンネル等の道路構造物について、適切な点検・診断、その結果に基づく修繕等を実施
するメンテナンスサイクルを構築

メンテナンスサイクル

点検・診断

修 繕

社会資本の老朽化対策 北陸



定期点検

社会資本の老朽化対策 【道路橋】

定期点検は、最新の状態を把握するとともに、次回の定期点検までの措置の必要性の判断を行う上で必要
な情報を得るために行う。

道路橋の架設状況、状態によっては５年より短い間隔で点検することを妨げるものではない。

近接目視を基本とし、必要に応じて非破壊検査等を行う。（例えば、触診・打音・・・）

５年に１回の頻度を基本

橋梁点検車による点検 高所作業車による点検 脚立・はしごによる点検

打音点検 死角部へのファイバースコープの使用近接しなければ発見できない不具合（ボルトのゆるみ）

北陸



社会資本の老朽化対策 【道路橋】

診 断

点検で確認された変状等を踏まえ、各部材単位及び橋梁毎に健全性の診断を行う。

なお、直轄管理橋梁においては、合理的な管理のため、損傷部位毎に「対策区分の判定」を行っている。

【健全性の診断】

【対策区分の判定】（直轄国道）

区分 定義

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望
ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講
ずべき状態。

橋梁診断会議

北陸



社会資本の老朽化対策 【道路橋】

診 断

点検・診断結果より、対策の優先順位※を考慮して計画を策定。

※優先順位は、下記を考慮。

・橋梁の損傷程度（損傷部位・部材、対策区分、進行度合い 等）

・橋梁の重要度（緊急輸送道路、迂回路の有無 等）

・利用者、第三者への影響 等

毎年度の点検及び対策実施状況を踏まえ、随時計画の見直しを実施。

【長寿命化修繕計画リスト(抜粋)】

長寿命化修繕計画の策定

北陸



社会資本の老朽化対策 【道路橋】

措置（修繕）

補修（補強）を行い、健全度を回復。

断面修復 支承交換 腐食部の当て板補強

北陸



社会資本の老朽化対策 【道路橋】

記 録

点検結果、損傷、補修等の履歴記録保存。

維持・補修等の計画、次回点検時の
基礎的資料として適切に記録

北陸



１． 目 的
道路施設の点検や補修・更新等について、全ての道路管理者が相互に連絡・調整を行い、関連情報の共有により、その実態

を把握したうえで、国民の理解を得ながら、協力して道路施設の老朽化対策の強化を図ることを目的とする。
２． メンバー

・全道路管理者（地整・県・市町村・NEXCO・道路公社等）で構成。
・会長は代表国道事務所長、副会長は県土木部道路（管理）課長、東日本（中日本）高速道路株式会社支社管理事務所長。
市町村は担当部長クラス

３．主な取り組み

① 研修・基準類の説明会等の調整
② 点検・修繕を進める仕組みに関する調整（跨線橋点検時の関係機関との協議に関する支援等）
③ 点検・措置状況の集約、評価、公表
④ 点検業務の発注支援（地域一括発注等）
⑤ 技術的な相談対応
⑥ 道路の老朽化対策に関する理解促進 等

会議設立の状況

会議の概要

～全道路管理者が一堂に会し、
老朽化対策への今後の連携・協力強化を確認～

新潟県道路メンテナンス会議
日 時 ： ６月１１日（水） 14:00～15:30
場 所 ： 新潟県自治会館講堂

社会資本の老朽化対策 ～道路メンテナンス会議～

※四捨五入により端数調整している

※道路局調べ（ H26.4 ）

【参考】管理者別の道路延長と橋梁数 日本では、全橋梁約72万橋のうち約52万橋が市町村道

高速自動車国道
約20,000橋

（約３%）

直轄国道
約41,000橋

（約６%）
補助国道

約34,000橋
（約５%）

市町村道
約520,000橋

（約72%）

都道府県道
約110,000橋

（約15%）

【道路種別と延長割合】

合 計 約1,218,700km (100%)

【道路種別別橋梁数】

橋梁（2m以上）
約72万橋

自動車
専用道路

幹線道路

生活道路

北陸



日 本 海
新潟県

富山県

石川県

福井県
岐阜県

長野県

福島県

山形県

【橋梁損傷の特徴】

・日本海に面する路線では、風浪等による飛来塩分が橋梁に付着し損傷の原因となっています（塩害）。

・また、山間部を中心に冬期交通を確保するための凍結防止剤散布も橋梁損傷の一因になっています（塩害）。

・北陸西部地域（富山、石川方面）では、コンクリート中の特定成分を含んだ砂利や砂が損傷の原因となっています
（アルカリ骨材反応）。

・交通量が多い都市部では、通行車両の重量や衝撃による疲労等が損傷の原因になっています（疲労損傷）。

塩害の代表的な損傷事例

国道８号有間川橋［新潟］

主桁のひび割れ

橋台の剥離・鉄筋露出主桁の剥離

疲労損傷の代表的な損傷事例

国道7号紫竹跨線橋［新潟］ 遊離石灰を伴う床版のひび割れ

床版のひび割れ床版上面の土砂化

ｱﾙｶﾘ骨材の代表的な損傷事例

国道８号中島大橋［富山］

橋脚張り出し部のひび割れ 橋台竪壁部のひび割れ

橋脚梁部のひび割れ

① 塩害
・海からの飛来塩分：新潟県糸魚川市 ほか
・凍結防止剤：山間部 ほか

② アルカリ骨材反応
・R8、R160北陸西部地域

③ 疲労損傷
・交通量の多い都市部 ほか

①

①

②

②

北陸地方整備局の橋梁の状況 北陸



弁天大橋（平成7年施工）

名立大橋（平成13年施工）

電気防食工法とは、コン
クリート内の鉄筋に微弱
な電気を流すことにより
鉄筋の腐食を防ぐもので
す。

流電陽
極工法

（犠牲陽
極方式）

チタング
リッド工法

（外部電
源方式）

チタンリボン
メッシュ

チタングリッド
チタン溶射 チタンロッド

チタンメッシュ
工法

（外部電源方
式）

予防保全の事例（塩害）

・予防保全型の管理を行うことで、従来の事後保全型の管理に比べ、将来も含めて総合的にコストを抑えることが可能となります。

北陸



○ 日本海側の厳しい塩害環境下に架橋された損傷の著しい９橋を順次架替
○ 平成２６年度までに４橋の架替を完了
○ 平成２８年度は、歌高架橋の新橋上部工を施工中であり年度内の新橋切り替えを予定

道の駅
越後市振の関

道の駅
親不知ピアパーク

道の駅能生

道の駅
うみてらす名立

糸魚川市役所

至

富
山
市

至

新
潟
市

親不知IC
おやしらず

糸魚川IC
いといがわ

能生IC
の う

名立谷浜IC
な だちたにはま

８

青海駅

T10=9,100台/日

K10=1.05

T10=15,800台/日

K10=0.69

T10=14,700台/日

K10=1.65

T10=11,200台/日

K10=1.03

糸魚川市
い と い が わ し

新潟県

富山県

朝日町
あ さ ひ ま ち

上越市
じょうえつし

T10=5,800台/日

K10=0.74

境橋(延長109m)
さかい

青海川橋(延長110m)（2/2）
おうみがわ

弁天大橋(延長340m)
べんてん

有間川橋(延長77m)（2/2）
ありまがわ

能生大橋橋(延長130.1m)
の う

両鬼橋(延長60m)
りょうき

筒石橋(延長15.9m)
つついし

青海跨線橋(延長26.0m)（2/2）
おうみ

H23.3抜本対策完了

H25.3架替完了

H25.3抜本対策完了

H27.3架替完了

歌高架橋(延長986m)（2/2）
うた

糸魚川地区
橋梁架替

塩害による損傷の著しい橋梁を架け替え ～国道８号 糸魚川地区橋梁架替～ 北陸



予防保全の事例（橋梁桁端部洗浄）

鋼橋の補修措置必要部材（北陸地方整備局Ｈ２１～Ｈ２５点検結果より）

鋼橋の主桁、支承、伸縮装置は、桁端部の土砂堆積や、
塩分を含んだ滞水の影響を受け、損傷しやすい部材であり、
他の部材より補修措置の必要な場合が多い。

北陸



予防保全の事例（橋梁桁端部洗浄）

桁端部に土砂堆積のある橋梁（鋼橋）（北陸地方整備局Ｈ２１～Ｈ２５点検結果より）

清掃等、維持工事で対応する必要があると
判定（Ｍ判定）された橋梁３７２橋の内、桁端
部の清掃が必要な橋梁は１３０橋。これらの
清掃を順次実施し、著しい腐食の発生を防止
する。

上記の中から１０橋についてモニタリングを
行い、洗浄効果の検証を行っている。 桁端部の著しい腐食

土砂堆積状況

北陸



● 支承周辺の清掃：
橋梁の損傷の多くは、支承周辺の漏水・滞水、土砂堆積等を原因とする桁端・支承等の損傷がほとんどであること

から、桁端部周辺が「M」判定の橋梁に対し、予防保全の観点から計画的に清掃を実施。また、主原因の伸縮装置の交
換もあわせて実施。

● 桁端部の洗浄モニタリング：
伸縮装置からの漏水により桁端に付着した凍結防止材・土砂等の洗浄による部材劣化の抑制効果を検証。

管理に関する取り組み（橋梁の支承周辺清掃、桁洗浄モニタリング）

橋梁の維持管理における工夫

＜支承周辺清掃の取り組みについて（H27年度～）＞

■ 対象橋梁の抽出 （技術事務所）
・直近の橋梁点検結果において、橋台、橋
脚、支承に土砂堆積又は滞水による「M」
判定橋梁を抽出

■ 計画策定 （事務所）
・次回点検までに完了することを目標とし、
清掃実施年次の計画策定

■ 清掃作業 （出張所）
・維持工事や橋梁補修工事にて実施
・堆積土砂の回収や支承周辺部の水洗い

■ 報告・確認 （出張所→事務所→局）
・四半期毎に清掃実施状況を報告

清掃前 清掃中 清掃後

依頼の事務連絡（H27.3.26）

＜桁端部の洗浄モニタリングについて（H27年度～H30年度）＞

洗浄回数 事務所（路線名・橋梁名）

貼 取 取 取

貼 取 取 取

貼 取 取 取

【case２】
②1回／２年

【case３】
③1回のみ

・羽越河国（日東道：新荒川橋）
・新潟国道（Ｒ７：阿賀野川大橋）
・長岡国道（Ｒ１７：新境橋）
・高田河国（Ｒ８：洞川橋）

・新潟国道（Ｒ１１３：野葉沢橋）
・高田河国（Ｒ８：歌橋）
・金沢河国（Ｒ８：田中高架橋）

・羽越河国（Ｒ７：笠取橋）
・長岡国道（Ｒ８：宮本橋）
・富山河国（Ｒ１６０：阿尾川橋）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

【case１】
①1回／年

【凡例】 ： 塩分濃度測定（桁端部洗浄前・後）

： 桁端部洗浄

： 暴露試験（ワッペン式）→　H27年度：３枚貼付け、H28年度以降：１枚ずつ取り外し

： 凍結防止剤散布期間

： 桁洗浄効果持続（塩分濃度低下）期間

■ モニタリングの対象橋梁

「海岸部」：塩害対策S地区
「平地部」：交通量10,000台/日以上
「山間部」：凍結防止剤の散布量が多い

条件に合う橋梁をそれぞれ３橋ずつ抽出

■ 洗浄範囲

・伸縮装置、支承、桁端部、落橋防止装置破線囲み部）

■ モニタリング調査

・調査期間：H27年度～H30年度
・洗浄頻度：➀１回/年、➁1回/2年、3１回のみ
・調査内容：塩分調査（洗浄前・後）、➁暴露試験（毎年）

北陸



●膨大な施設を適切に管理するため、点検年次をマーキング。点検の漏れ等を防止
●点検等で新技術等を活用し、コスト縮減・効率化に努める。

現地での点検状況・施設管理者の明示の工夫

管理に関する取り組み（作業点検の効率化）

●H27年度末、老朽化したパト支援システム端
末の更新、タブレット化を予定。

●タブレットに定期点検等の点検データを取り
込み、パトロール時にすることにより異常発見
時に速やかに点検結果等の確認が可能となる。

●タブレットにカメラが搭載されており不具合
等が発見された場合、速やかな記録なども可
能。

■点検年次のマーキング ■パトロール時の点検データの携行
●膨大な施設を確実に点検を行い、点検実施の時
期などを現地でも把握するため、橋梁点検におい
て点検年次のマーキングを実施

溝橋点検の例

M：溝橋

H27：平成27年度

点検実施

●点検におけるコスト縮減等を目的とし適応可
能な新技術を活用

●高所作業において高所作業車が困難であり釣
り足場が必要となる条件について新技術である
高所作業技術「ロープアクセス」（ＳＫ－０８
０００９－Ｖ）を適用

■点検における新技術の活用

タブレット端末の導入イメージ

花園橋 （R160 石川県）

北陸



管理に関する取り組み（管理に関する広報）

●パネル展 （広く一般市民の方に、老朽化対策の必要性を知ってもらうことを目的として、イベント会場、道の駅等で
パネル展を実施）
● 現地講習会（各種保全技術の向上を推進するため、地方公共団体の職員の方を対象に、研修、講習会を実施）

H27年度の老朽化対策に関する広報活動

【現地講習会（ﾄﾝﾈﾙ点検）】

■ H27年度取り組み状況（H28.1末時点） 【老朽化広報ﾊﾟﾈﾙ（一部抜粋）】

11/9(月) R41庵谷TN（富山県富山市）10/4(日) 土木ﾌｪｽ（新潟県長岡市）

10/ 1(木) 新御影橋（石川県金沢市）

【パネル展】

8/22(土) 萬代橋誕生祭（新潟県新潟市）

【現地講習会（橋梁点検）】

7/23(木) R160沢野TN（石川県七尾市）

対象者 内容

新潟県 １２箇所 ７箇所

富山県 ４箇所 ２箇所

石川県 ３箇所 ２箇所

合計 １９箇所 １１箇所

学生・地元住民、自
治体職員等

橋梁・トンネル等の
点検及び工事現場の
見学会・体験会

パネル展 現地講習会

北陸



▶ 路線 ： 国道７号
▶ 架設年 ： １９２９年

（昭和４年）
▶ 橋長 ： ３０６．９m
▶ 形式 ： RCアーチ
▶ その他特筆事項 ：

国重要文化財（H16年指定）

～小学生を対象にした橋に関する総合学習～

・ 新潟国道事務所では、地元の万代長峰小学校４年生を対象に新潟市のシンボル「萬代橋」に関する総合学
習の取り組み（清掃と出前講座）を平成２０年よりほぼ毎年行っている

・ 今年度は６月に「萬代橋」のみがき清掃、９月に出前講座を実施し、萬代橋の維持・管理について学んだ

今年で86歳
総合学習対象の「萬代橋」

■ 学習内容

【みがき清掃について】

■ 日 時 ： 平成２７年６月２９日（月）
■ 場 所 ： 萬代橋
■ 参加者 ： 万代長峰小学校４年生 ４４名

教 員 ４名
万代橋を愛する会 ８名
新潟国道事務所 ２６名

＜みがき清掃の様子＞

【出前講座について】

合 計 ８２名

■ 取組内容 ： 地元地域の方々、新潟国道職員と一緒に萬代橋清掃を行う

■ 日 時 ： 平成２７年９月４日（金）
■ 場 所 ： 新潟市立万代長峰小学校
■ 参加者 ： 万代長峰小学校４年生 ４３名

＜出前講座の様子＞

■ 取組内容 ： 新潟国道職員が小学校へ出向き、授業を行う

・萬代橋の維持管理のために行って
いる各種点検やパトロール、清掃
活動に関する内容ついて

・クイズ形式による萬代橋の概要（橋
長や築年数等）について

管理に関する取り組み（管理に関する広報） 北陸



橋梁の長寿命化の事例

適時適切な補修・補強により、80歳を超えて大きな損傷もなく使用

■犀川大橋〔国道157号〕
1924（大正13）年開通：92歳

※耐荷力試験等の結果を踏まえ、補強を実施

さいがわ おおはし

■萬代橋〔国道７号〕
ばん だい ばし

1929（昭和4）年開通：87歳

※適時適切な補修により８０歳を超えて大きな損傷無し

H21損傷状況
（主桁腐食）

H21修繕後
（主桁修繕）○主な修繕履歴

S41：塗装塗替
S44：載荷試験
S50：塗装塗替
S53：主桁修繕
S59：載荷試験

主桁修繕等
H 5：塗装塗替

主桁補強等
H21：主桁修繕等
H25：床版修繕

所在地：石川県金沢市 所在地：新潟県新潟市



第２回 北陸橋梁保全会議 北陸



北陸構造物維持補修マニュアル・橋梁撤去技術マニュアル

補修技術に関する技術的マニュアルの整備が十分でないことから、官民からなる研究会で、構
造物の維持・補修技術や、橋梁の更新に伴う既設橋梁の撤去技術についてマニュアルとしてとり
まとめ発行

北陸構造物維持補修マニュアル 橋梁撤去技術マニュアル

北陸

シリーズ１ 鋼橋編
シリーズ２・３ コンクリート構造物塩害対策編 道路橋コンクリート床版編
シリーズ４ 砂防構造物編・砂防施設災害復旧事例集
シリーズ５ 道路トンネル編・道路トンネル補修事例集


